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14
　
安
全
保
障
理
事
会
決
議
一
五
四
六

（
二
〇
〇
四
）（
イ
ラ
ク
主
権
回
復
）

採　
　

択　

二
〇
〇
四
年
六
月
八
日（
全
会
一
致
）

　　

安
全
保
障
理
事
会
は
、

民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
政
府
に
向
け
た
イ
ラ
ク
の
移
行
に
お

け
る
新
た
な
局
面
の
始
ま
り
を
歓
迎
し
、
二
〇
〇
四
年
六
月

三
〇
日
ま
で
に
、
占
領
が
終
了
し
、
完
全
に
主
権
を
有
し
独
立

し
て
い
る
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
が
完
全
な
責
任
及
び
権
限
を
引
き

受
け
る
こ
と
を
期
待
し
、

イ
ラ
ク
に
関
連
す
る
同
理
事
会
の
従
前
の
す
べ
て
の
決
議
を

想
起
し
、

　

イ
ラ
ク
の
独
立
、
主
権
、
統
一
及
び
領
土
保
全
を
再
確
認
し
、

ま
た
、
イ
ラ
ク
国
民
が
自
由
に
自
ら
の
政
治
的
将
来
を
決
定
し

自
ら
の
天
然
資
源
を
管
理
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
再
確
認
し
、

安
全
及
び
繁
栄
を
達
成
す
る
た
め
の
努
力
に
お
け
る
イ
ラ
ク

国
民
の
た
め
の
国
際
的
支
援
の
重
要
性
、
特
に
地
域
諸
国
、
イ

ラ
ク
の
近
隣
諸
国
及
び
地
域
的
諸
機
関
に
よ
る
も
の
の
重
要
性

を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
本
決
議
の
成
功
裡
の
履
行
が
地
域
の

安
定
に
貢
献
す
る
こ
と
に
留
意
し
、

二
〇
〇
四
年
六
月
七
日
付
け
事
務
総
長
発
書
簡（S

／

二
〇
〇
四
／
四
六
一
）に
提
示
さ
れ
た
、
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
の

設
立
の
達
成
に
お
け
る
イ
ラ
ク
国
民
の
支
援
の
た
め
の
事
務
総

長
特
別
顧
問
の
努
力
を
歓
迎
し
、

イ
ラ
ク
統
治
評
議
会
の
解
散
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
六
日
の
決
議
一
五
一
一
に
言
及
さ
れ
て

い
る
イ
ラ
ク
の
政
治
移
行
の
た
め
の
枠
組
み
の
履
行
に
お
け
る

進
展
を
歓
迎
し
、

政
治
的
権
利
及
び
人
権
が
完
全
に
尊
重
さ
れ
る
、
連
邦
制
の
、

民
主
的
な
、
多
様
性
の
あ
る
及
び
統
一
さ
れ
た
イ
ラ
ク
に
向
け

て
活
動
す
る
こ
と
へ
の
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
の
献
身
を
歓
迎
し
、

　

す
べ
て
の
関
係
者
が
イ
ラ
ク
の
考
古
学
的
、
歴
史
的
、
文
化

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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的
及
び
宗
教
的
遺
産
を
尊
重
し
保
護
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強

調
し
、

法
の
支
配
、
国
民
の
和
解
、
女
性
の
権
利
を
含
む
人
権
の
尊

重
、
基
本
的
自
由
及
び
自
由
で
公
正
な
選
挙
を
含
む
民
主
主
義

の
重
要
性
を
確
認
し
、

二
〇
〇
三
年
八
月
一
四
日
の
国
連
イ
ラ
ク
支
援
ミ
ッ
シ
ョ
ン

（
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
）の
設
立
を
想
起
す
る
と
と
も
に
、
代
表
政
府
の

機
構
の
設
立
に
お
け
る
イ
ラ
ク
の
国
民
及
び
政
府
へ
の
支
援
に

お
い
て
国
連
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
こ
と
を
確
認
し
、

安
定
及
び
安
全
の
回
復
の
た
め
の
国
際
的
支
援
が
、
イ
ラ
ク

国
民
の
福
祉
の
た
め
に
、
ま
た
イ
ラ
ク
国
民
の
た
め
の
活
動

を
実
行
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
関
係
者
の
能
力
の
た
め
に
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
二
〇
〇
三
年
五
月

二
二
日
の
決
議
一
四
八
三（
二
〇
〇
三
）
及
び
決
議
一
五
一
一

（
二
〇
〇
三
）に
基
づ
く
こ
の
点
に
つ
い
て
の
加
盟
国
の
貢
献
を

歓
迎
し
、

多
国
籍
軍
に
よ
る
努
力
と
進
展
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
四
月

一
六
日
の
合
衆
国
よ
り
安
全
保
障
理
事
会
に
対
し
提
出
さ
れ
た

報
告
を
想
起
し
、

本
決
議
に
附
属
さ
れ
て
い
る
二
〇
〇
四
年
六
月
五
日
付
け
イ

ラ
ク
暫
定
首
相
発
同
理
事
会
議
長
宛
書
簡
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
、

多
国
籍
軍
の
駐
留
を
維
持
す
る
と
の
要
請
を
認
識
し
、

ま
た
、
多
国
籍
軍
の
駐
留
に
対
す
る
イ
ラ
ク
の
主
権
政
府
の

同
意
の
重
要
性
及
び
多
国
籍
軍
と
同
政
府
と
の
間
の
緊
密
な
調

整
の
重
要
性
を
認
識
し
、

本
決
議
に
附
属
さ
れ
て
い
る
二
〇
〇
四
年
六
月
五
日
付
け
合

衆
国
国
務
長
官
発
同
理
事
会
議
長
宛
書
簡
に
記
述
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
政
治
移
行
、
特
に
来
る
選
挙
の
支
援
に
お
け
る
イ
ラ

ク
の
安
全
及
び
安
定
の
維
持
へ
の
貢
献
、
並
び
に
イ
ラ
ク
に
お

け
る
国
連
の
存
在
の
た
め
の
安
全
の
提
供
に
つ
い
て
の
努
力
を

継
続
す
る
と
の
多
国
籍
軍
の
意
思
を
歓
迎
し
、

国
際
人
道
法
に
基
づ
く
義
務
を
含
む
国
際
法
に
従
っ
て
活
動

し
関
係
国
際
機
関
と
協
力
す
る
と
の
、
イ
ラ
ク
の
安
全
及
び
安

定
の
維
持
を
促
進
し
て
い
る
す
べ
て
の
軍
隊
の
献
身
に
留
意
し
、

　

イ
ラ
ク
の
経
済
の
復
興
及
び
開
発
に
お
け
る
国
際
的
支
援
の

重
要
性
を
確
認
し
、

イ
ラ
ク
の
石
油
収
入
及
び
イ
ラ
ク
開
発
基
金
が
享
受
す
る
免

除
及
び
特
権
に
よ
る
イ
ラ
ク
の
利
益
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、

連
合
暫
定
施
政
当
局
の
解
散
を
受
け
、
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
及
び

そ
の
後
継
政
府
に
よ
り
同
基
金
の
継
続
的
な
支
出
が
提
供
さ
れ

る
こ
と
の
重
要
性
に
留
意
し
、

イ
ラ
ク
の
状
況
は
、
引
き
続
き
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
対

す
る
脅
威
を
構
成
す
る
と
決
定
し
、

　

国
際
連
合
憲
章
第
七
章
の
下
に
行
動
し
て
、

一　

二
〇
〇
四
年
六
月
三
〇
日
ま
で
に
イ
ラ
ク
を
統
治
す
る
完

全
な
責
任
及
び
権
限
を
引
き
受
け
る
、
二
〇
〇
四
年
六
月
一

日
に
発
表
さ
れ
た
主
権
を
有
す
る
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
の
設
立

を
是
認
す
る
。
一
方
、
同
暫
定
政
府
は
、
下
記
第
四
項
の
規

定
に
記
述
さ
れ
て
い
る
と
お
り
選
出
さ
れ
た
イ
ラ
ク
移
行
政

府
が
活
動
を
開
始
す
る
ま
で
、
限
ら
れ
た
暫
定
期
間
を
超
え

て
イ
ラ
ク
の
運
命
に
影
響
を
与
え
る
い
か
な
る
活
動
も
控
え

る
。

二　

ま
た
、
二
〇
〇
四
年
六
月
三
〇
日
ま
で
に
占
領
が
終
了
し

連
合
暫
定
施
政
当
局
が
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
、
及
び
イ
ラ

ク
が
完
全
な
主
権
を
回
復
す
る
こ
と
を
歓
迎
す
る
。

三　

自
由
に
自
ら
の
政
治
的
将
来
を
決
定
し
自
ら
の
財
政
的
資

源
及
び
天
然
資
源
に
対
す
る
完
全
な
権
限
及
び
管
理
を
行
使

す
る
イ
ラ
ク
国
民
の
権
利
を
再
確
認
す
る
。

四　

以
下
の
点
を
含
む
民
主
的
な
政
府
に
向
け
た
イ
ラ
ク
の
政

治
移
行
の
た
め
に
提
案
さ
れ
た
日
程
表
を
是
認
す
る
。

（a）

二
〇
〇
四
年
六
月
三
〇
日
ま
で
に
統
治
す
る
責
任
及
び

権
限
を
引
き
受
け
る
主
権
を
有
す
る
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
の

設
立
、

（b）

イ
ラ
ク
の
社
会
の
多
様
性
を
反
映
し
た
国
民
会
議
の
開

催
、
並
び
に

（c）

可
能
で
あ
れ
ば
二
〇
〇
四
年
一
二
月
三
一
日
、
遅
く
て

も
二
〇
〇
五
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
移
行
国
民
議
会
の
直

接
選
挙
の
実
施
、
移
行
国
民
議
会
は
、
イ
ラ
ク
移
行
政
府

の
設
立
及
び
二
〇
〇
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
に
憲
法
に

基
づ
き
選
出
さ
れ
た
政
府
に
繋
が
る
イ
ラ
ク
の
恒
久
的
憲

法
の
起
草
等
の
責
任
を
有
す
る
。

五

イ
ラ
ク
政
府
に
対
し
国
際
会
合
の
開
催
が
ど
の
よ
う
に
上

記
の
過
程
を
支
持
し
得
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
慫
慂
す
る

と
と
も
に
、
イ
ラ
ク
政
府
が
、
イ
ラ
ク
国
民
の
利
益
の
た
め

に
、
ま
た
、
同
地
域
の
安
定
の
た
め
に
、
イ
ラ
ク
の
政
治
移

行
及
び
イ
ラ
ク
の
回
復
を
支
持
す
る
そ
の
よ
う
な
会
議
を
歓

迎
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
留
意
す
る
。

六

す
べ
て
の
イ
ラ
ク
人
に
対
し
こ
れ
ら
の
枠
組
み
を
平
和
裡

か
つ
完
全
に
履
行
す
る
よ
う
要
請
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て

の
国
及
び
関
係
機
関
に
対
し
そ
の
よ
う
な
履
行
を
支
持
す
る

よ
う
要
請
す
る
。

七　

事
務
総
長
特
別
代
表
及
び
国
連
イ
ラ
ク
支
援
ミ
ッ
シ
ョ
ン

（
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
）は
、
イ
ラ
ク
の
国
民
及
び
政
府
を
支
援
す
る

と
い
う
権
限
の
履
行
に
お
い
て
、
状
況
が
許
せ
ば
、
イ
ラ
ク

政
府
の
要
請
に
基
づ
き
、

（a）　

以
下
の
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、

（i）

諮
問
評
議
会
を
選
出
す
る
た
め
の
二
〇
〇
四
年
七

月
の
間
に
お
け
る
国
民
会
議
の
開
催
の
支
援
、

（ii）

選
挙
実
施
の
た
め
の
過
程
に
関
す
る
イ
ラ
ク
独
立
選

挙
委
員
会
、
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
及
び
移
行
国
民
議
会
に

対
す
る
助
言
及
び
支
持
、

（iii）

イ
ラ
ク
の
国
民
に
よ
る
国
民
憲
法
の
起
草
に
関
す
る

国
民
対
話
及
び
総
意
構
築
の
促
進
、

（b）　

ま
た
、

（i）

効
果
的
な
市
民
及
び
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
に
お
け

る
イ
ラ
ク
政
府
に
対
す
る
助
言
、

（ii）

復
興
、
開
発
及
び
人
道
支
援
の
調
整
及
び
提
供
へ
の

貢
献
、

（iii）

人
権
の
保
護
、
国
民
和
解
並
び
に
イ
ラ
ク
に
お
け
る

法
の
支
配
を
強
化
す
る
た
め
の
司
法
及
び
法
制
の
改
革

の
促
進
、
並
び
に

（iv）

包
括
的
な
人
口
調
査
の
実
施
に
向
け
た
初
期
計
画
に

関
す
る
イ
ラ
ク
政
府
に
対
す
る
助
言
及
び
支
援
を
行
う

こ
と
を
決
定
す
る
。

八　

イ
ラ
ク
暫
定
政
府
及
び
そ
の
後
継
政
府
の
権
限
に
基
づ
き

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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活
動
す
る
イ
ラ
ク
軍
を
含
む
イ
ラ
ク
治
安
部
隊（
以
下
、「
イ

ラ
ク
治
安
部
隊
」と
い
う
。）を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
新
た
な

イ
ラ
ク
暫
定
政
府
に
よ
り
現
在
行
わ
れ
て
い
る
努
力
を
歓
迎

す
る
。
イ
ラ
ク
治
安
部
隊
は
、
徐
々
に
よ
り
大
き
な
役
割
を

果
た
し
究
極
的
に
は
イ
ラ
ク
の
安
全
及
び
安
定
の
維
持
の
た

め
の
完
全
な
責
任
を
引
き
受
け
る
。

九　

イ
ラ
ク
に
お
け
る
多
国
籍
軍
の
駐
留
が
新
た
な
イ
ラ
ク

暫
定
政
府
の
要
請
に
基
づ
く
こ
と
に
留
意
し
、
し
た
が
っ

て
、
本
決
議
に
附
属
さ
れ
て
い
る
書
簡
を
考
慮
し
、
決
議

一
五
一
一（
二
〇
〇
三
）に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
統
合
さ
れ
た

司
令
部
の
下
の
多
国
籍
軍
に
対
す
る
権
限
の
付
与
を
再
確
認

す
る
。

一
〇　

国
連
が
上
記
第
七
項
の
規
定
に
概
略
が
示
さ
れ
た
イ
ラ

ク
国
民
を
支
援
す
る
と
い
う
役
割
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
ま
た
イ
ラ
ク
国
民
が
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
た
め
の
日

程
表
及
び
計
画
を
自
由
に
か
つ
脅
迫
な
し
に
履
行
す
る
こ
と

が
で
き
、
復
興
及
び
復
旧
の
活
動
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
多
国
籍
軍
は
、
多
国
籍
軍
の
継
続
的
な
駐
留

に
対
す
る
イ
ラ
ク
人
の
要
請
を
表
明
し
、
そ
の
任
務
を
提
示

し
て
い
る
、
本
決
議
に
附
属
さ
れ
て
い
る
書
簡
に
従
い
、
テ

ロ
の
防
止
及
び
抑
止
に
よ
る
も
の
を
含
め
、
イ
ラ
ク
に
お
け

る
安
全
及
び
安
定
の
維
持
に
貢
献
す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る

必
要
な
措
置
を
と
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

一
一　

こ
の
観
点
か
ら
、
イ
ラ
ク
の
主
権
政
府
と
多
国
籍
軍
と

の
間
の
安
全
保
障
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
し
両
者
間
の

調
整
を
確
保
す
る
た
め
の
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
記
述
す
る
本
決
議
に
附
属
さ
れ
た
書
簡
を
歓
迎

す
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
こ
の
観
点
か
ら
、
イ
ラ
ク
治
安
部

隊
は
適
当
な
イ
ラ
ク
の
閣
僚
に
対
し
責
任
が
あ
る
こ
と
、
イ

ラ
ク
政
府
は
、
イ
ラ
ク
治
安
部
隊
が
多
国
籍
軍
と
と
も
に
作

戦
に
従
事
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
、

並
び
に
同
書
簡
に
記
述
さ
れ
た
安
全
保
障
機
構
は
、
イ
ラ
ク

政
府
と
多
国
籍
軍
が
機
微
な
攻
撃
作
戦
に
つ
い
て
の
政
策
を

含
む
基
本
的
な
安
全
及
び
政
策
問
題
の
全
範
囲
に
つ
い
て
合

意
に
達
す
る
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
な
り
、
緊
密
な
調
整
及

び
協
議
を
通
じ
イ
ラ
ク
治
安
部
隊
と
多
国
籍
軍
の
間
の
完
全

な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
保
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

一
二　

さ
ら
に
、
多
国
籍
軍
の
権
限
は
イ
ラ
ク
政
府
の
要
請
に

基
づ
き
又
は
本
決
議
の
採
択
の
日
か
ら
一
二
箇
月
の
時
点
に

お
い
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
同
権
限
は
上
記
第
四
項
の

規
定
に
提
示
さ
れ
た
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
完
了
を
も
っ
て
失
効

す
る
こ
と
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
イ
ラ
ク
政
府
の
要
請
が

あ
る
場
合
に
は
同
権
限
が
よ
り
早
く
終
了
す
る
こ
と
を
宣
言

す
る
。

一
三　

附
属
さ
れ
た
合
衆
国
国
務
長
官
発
書
簡
に
提
示
さ
れ
た
、

イ
ラ
ク
に
お
け
る
国
連
の
存
在
の
た
め
の
安
全
を
提
供
す
る

と
の
特
定
の
任
務
を
有
す
る
、
多
国
籍
軍
の
統
合
さ
れ
た
司

令
部
の
下
に
あ
る
別
個
の
主
体
を
創
設
す
る
と
の
意
図
に
留

意
し
、
イ
ラ
ク
で
活
動
す
る
国
連
組
織
の
要
員
へ
の
安
全
の

提
供
の
た
め
の
措
置
の
履
行
は
、
か
な
り
の
資
源
を
必
要
と

す
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
加
盟
国
及
び
関
係
機
関

に
対
し
同
主
体
へ
の
貢
献
を
含
む
そ
の
よ
う
な
資
源
を
提
供

す
る
よ
う
要
請
す
る
。

一
四

ま
た
、
多
国
籍
軍
は
、
募
集
、
訓
練
、
装
備
化
、
指
導

及
び
監
視
の
計
画
を
通
じ
、
イ
ラ
ク
の
治
安
部
隊
及
び
諸
機

関
の
能
力
の
構
築
に
お
い
て
支
援
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

一
五　

加
盟
国
並
び
に
国
際
機
関
及
び
地
域
機
関
に
対
し
、
安

全
及
び
安
定
並
び
に
人
道
復
興
支
援
に
対
す
る
イ
ラ
ク
国
民

の
必
要
を
満
た
す
よ
う
支
援
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
Ｕ
Ｎ
Ａ

Ｍ
Ｉ
の
努
力
を
支
持
す
る
た
め
に
、
イ
ラ
ク
政
府
と
の
合
意

の
と
お
り
、
多
国
籍
軍
に
対
し
て
軍
隊
を
含
む
支
援
を
提
供

す
る
よ
う
要
請
す
る
。

一
六

テ
ロ
と
の
闘
い
を
含
む
法
、
秩
序
及
び
安
全
の
維
持
の

た
め
、
イ
ラ
ク
内
務
省
の
管
理
の
下
に
あ
る
、
施
設
防
護
隊

の
場
合
は
他
の
省
庁
の
管
理
の
下
に
あ
る
、
効
果
的
な
イ
ラ

ク
警
察
、
国
境
管
理
及
び
施
設
防
護
隊
の
発
展
の
重
要
性
を

強
調
す
る
と
と
も
に
、
加
盟
国
及
び
国
際
機
関
に
対
し
、
こ

れ
ら
の
イ
ラ
ク
の
諸
機
関
の
能
力
の
構
築
に
お
い
て
イ
ラ
ク

政
府
を
支
援
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

一
七　

イ
ラ
ク
に
お
け
る
す
べ
て
の
テ
ロ
行
為
を
非
難
し
、

二
〇
〇
一
年
九
月
二
八
日
の
決
議
一
三
七
三（
二
〇
〇
一
）、

一
九
九
九
年
一
〇
月
一
五
日
の
決
議
一
二
六
七（
一
九
九
九
）、

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
九
日
の
決
議
一
三
三
三（
二
〇
〇
〇
）、

二
〇
〇
二
年
一
月
一
六
日
の
決
議
一
三
九
〇（
二
〇
〇
二
）、

二
〇
〇
三
年
一
月
一
七
日
の
決
議
一
四
五
五（
二
〇
〇
三
）及

び
二
〇
〇
四
年
一
月
三
〇
日
の
決
議
一
五
二
六（
二
〇
〇
四
）

に
基
づ
く
加
盟
国
の
義
務
、
及
び
イ
ラ
ク
に
お
け
る
、
イ
ラ

ク
か
ら
の
、
又
は
イ
ラ
ク
市
民
に
対
す
る
テ
ロ
リ
ス
ト
の
活

動
に
関
す
る
そ
の
他
の
関
連
す
る
国
際
的
な
義
務
を
再
確
認

し
、
特
に
、
イ
ラ
ク
内
外
へ
の
テ
ロ
リ
ス
ト
の
通
過
、
テ
ロ

リ
ス
ト
の
た
め
の
武
器
及
び
テ
ロ
リ
ス
ト
を
支
援
す
る
資
金

供
与
を
防
止
す
る
と
の
加
盟
国
へ
の
要
請
を
繰
り
返
す
と
と

も
に
、
こ
の
観
点
か
ら
、
地
域
の
国
々
、
特
に
イ
ラ
ク
の
近

隣
諸
国
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
再
強
調
す
る
。

一
八　

イ
ラ
ク
暫
定
政
府
が
イ
ラ
ク
に
対
す
る
国
際
的
支
援
の

調
整
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
認
識
す

る
。

一
九　

イ
ラ
ク
が
行
政
能
力
を
再
建
し
て
い
る
間
に
お
け
る
技

術
的
及
び
専
門
的
支
援
の
提
供
を
求
め
る
イ
ラ
ク
暫
定
政
府

の
要
請
を
支
持
し
て
対
応
す
る
加
盟
国
及
び
国
際
機
関
に
よ

る
努
力
を
歓
迎
す
る
。

二
〇　

加
盟
国
、
国
際
金
融
機
関
及
び
そ
の
他
の
機
関
が
、
資

金
供
与
国
に
よ
る
支
援
の
調
整
さ
れ
た
計
画
を
通
じ
た
国
際

的
な
専
門
家
や
必
要
な
資
源
の
提
供
を
含
め
、
イ
ラ
ク
経
済

の
復
興
及
び
開
発
に
お
い
て
イ
ラ
ク
国
民
を
支
援
す
る
努
力

を
強
化
す
る
こ
と
を
再
度
要
請
す
る
。

二
一　

従
前
の
決
議
に
基
づ
く
武
器
及
び
関
連
物
資
の
イ
ラ
ク

へ
の
販
売
又
は
供
給
に
関
連
す
る
禁
止
事
項
は
、
本
決
議
の

目
的
に
資
す
る
た
め
に
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
又
は
多
国
籍
軍
か

ら
要
求
が
あ
る
武
器
又
は
関
連
物
資
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ

と
を
決
定
し
、
す
べ
て
の
国
が
こ
れ
ら
の
禁
止
事
項
を
厳
守

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
、
こ
の
観
点
に
お
け
る
イ
ラ

ク
の
近
隣
諸
国
の
重
要
性
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
イ
ラ
ク

政
府
及
び
多
国
籍
軍
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
履
行
手
続
が
適
切

で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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二
二　

上
記
の
い
か
な
る
規
定
も
、
一
九
九
一
年
四
月
三
日
の

決
議
六
八
七（
一
九
九
一
）の
第
八
項
及
び
第
一
二
項
の
規
定

に
お
い
て
特
定
さ
れ
る
物
品
又
は
一
九
九
一
年
八
月
一
五
日

の
決
議
七
〇
七（
一
九
九
一
）の
第
三
項

（f）
の
規
定
に
記
述
さ

れ
る
活
動
に
関
連
す
る
国
に
つ
い
て
の
禁
止
事
項
や
義
務
に

影
響
を
与
え
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
国
連
監
視

検
証
査
察
委
員
会
及
び
国
際
原
子
力
機
関
の
権
限
を
再
検
討

す
る
と
の
同
理
事
会
の
意
思
を
再
確
認
す
る
。

二
三　

加
盟
国
及
び
国
際
機
関
に
対
し
、
イ
ラ
ク
の
退
役
軍
人

及
び
元
民
兵
を
イ
ラ
ク
社
会
に
統
合
す
る
た
め
の
イ
ラ
ク
人

の
努
力
を
支
援
す
る
た
め
の
イ
ラ
ク
人
の
要
請
に
応
え
る
よ

う
要
請
す
る
。

二
四　

連
合
暫
定
施
政
当
局
の
解
散
を
受
け
イ
ラ
ク
開
発
基

金
の
資
金
は
イ
ラ
ク
政
府
の
指
示
の
み
に
基
づ
き
支
出
さ
れ

る
こ
と
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
イ
ラ
ク
開
発
基
金
は
、
イ

ラ
ク
開
発
基
金
に
対
す
る
債
務
残
高
を
返
済
す
る
と
の
目
的

を
含
め
、
透
明
性
の
あ
る
公
平
な
方
法
で
イ
ラ
ク
の
予
算
を

通
じ
利
用
さ
れ
る
こ
と
、
決
議
一
四
八
三（
二
〇
〇
三
）の
第

二
〇
項
の
規
定
で
確
立
さ
れ
た
石
油
、
石
油
製
品
及
び
天
然

ガ
ス
の
輸
出
販
売
か
ら
の
収
益
の
入
金
に
つ
い
て
の
枠
組
み

は
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
国
際
諮
問
監
視
理
事
会
は
、

イ
ラ
ク
開
発
基
金
の
監
視
に
お
け
る
活
動
を
引
き
続
き
行
い
、

イ
ラ
ク
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
正
当
な
資
格
を
有
す
る
個

人
を
完
全
な
投
票
権
を
有
す
る
追
加
的
な
委
員
と
し
て
含
む

こ
と
、
並
び
に
決
議
一
四
八
三（
二
〇
〇
三
）の
第
二
一
項
の

規
定
に
言
及
さ
れ
て
い
る
収
益
の
入
金
の
継
続
の
た
め
の
適

切
な
枠
組
み
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

二
五　

さ
ら
に
、
イ
ラ
ク
開
発
基
金
へ
の
収
益
の
入
金
及
び

国
際
諮
問
監
視
理
事
会
の
役
割
に
つ
い
て
の
上
記
の
規
定
は
、

イ
ラ
ク
移
行
政
府
の
要
請
に
基
づ
き
又
は
本
決
議
の
採
択
の

日
か
ら
一
二
箇
月
の
時
点
に
お
い
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
、
及

び
上
記
第
四
項
の
規
定
に
提
示
さ
れ
た
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
完

了
を
も
っ
て
失
効
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

二
六

連
合
暫
定
施
政
当
局
の
解
散
に
関
連
し
て
、
イ
ラ
ク
暫

定
政
府
及
び
そ
の
後
継
政
府
は
、
オ
イ
ル
・
フ
ォ
ー
・
フ
ー

ド
計
画
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
運
営
上
の
責
任
及
び
そ
の
よ

う
な
責
任
に
関
連
し
て
当
局
に
よ
り
引
き
受
け
ら
れ
た
義
務
、

並
び
に
物
品
が
配
送
さ
れ
た
と
い
う
独
立
に
認
証
さ
れ
た
確

認
を
確
保
す
る
た
め
の
責
任
を
含
む
、
同
計
画
に
関
連
す
る

当
局
に
移
譲
さ
れ
て
い
た
権
利
、
責
任
及
び
義
務
を
引
き
受

け
る
こ
と
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
イ
ラ
ク
暫
定

政
府
及
び
そ
の
後
継
政
府
は
、
本
決
議
の
採
択
の
日
か
ら

一
二
〇
日
間
の
移
行
期
間
の
後
に
、
従
前
に
優
先
さ
れ
た
契

約
に
基
づ
く
物
品
の
配
送
の
証
明
に
つ
い
て
の
責
任
を
引
き

受
け
る
こ
と
、
及
び
、
こ
れ
ら
の
取
決
め
の
円
滑
な
履
行
を

確
保
す
る
た
め
に
適
切
な
場
合
に
は
協
議
し
つ
つ
、
そ
の
よ

う
な
証
明
は
そ
の
よ
う
な
契
約
に
関
係
す
る
資
金
の
放
棄
の

た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
独
立
し
た
認
証
を
構
成
す
る
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

二
七　

決
議
一
四
八
三（
二
〇
〇
三
）の
第
二
二
項
の
規
定
は
、

同
規
定
に
規
定
さ
れ
る
特
権
及
び
免
除
が
二
〇
〇
四
年
六
月

三
〇
日
の
後
に
イ
ラ
ク
に
よ
り
結
ば
れ
た
契
約
上
の
義
務
か

ら
生
じ
る
い
か
な
る
最
終
判
決
に
関
し
て
も
適
用
さ
れ
な
い

こ
と
を
除
い
て
、
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

二
八　

イ
ラ
ク
の
公
的
債
務
を
十
分
に
削
減
す
る
方
法
を
特
定

す
る
と
の
、
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
の
約
束
を
含
む
多
く
の
債
権
国

の
約
束
を
歓
迎
し
、
加
盟
国
並
び
に
国
際
機
関
及
び
地
域
機

関
に
対
し
イ
ラ
ク
復
興
努
力
を
支
援
す
る
よ
う
要
請
し
、
国

際
金
融
機
関
及
び
二
国
間
援
助
国
に
対
し
、
幅
広
い
融
資
並

び
に
そ
の
他
の
財
政
的
援
助
及
び
取
決
め
を
イ
ラ
ク
に
提
供

す
る
た
め
に
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
要
請
し
、
イ

ラ
ク
暫
定
政
府
は
、
こ
の
観
点
か
ら
必
要
な
協
定
及
び
取
決

め
を
締
結
し
、
履
行
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
認
識
す
る

と
と
も
に
、
債
権
国
、
機
関
及
び
援
助
国
に
対
し
、
こ
れ
ら

の
問
題
を
優
先
事
項
と
し
て
、
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
及
び
そ
の

後
継
政
府
と
協
力
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

二
九

決
議
一
四
八
三（
二
〇
〇
三
）
の
第
一
九
項
及
び
第

二
三
項
の
規
定
並
び
に
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
四
日
の
決
議

一
五
一
八（
二
〇
〇
三
）に
従
い
、
特
定
の
資
金
、
資
産
及
び

経
済
資
源
を
凍
結
し
、
イ
ラ
ク
開
発
基
金
に
移
管
す
る
加
盟

国
の
義
務
を
想
起
す
る
。

三
〇　

事
務
総
長
に
対
し
、
本
決
議
の
採
択
の
日
か
ら
三
箇

月
以
内
に
イ
ラ
ク
に
お
け
る
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
の
活
動
に
つ
い
て
、

そ
の
後
四
半
期
毎
に
全
国
選
挙
に
向
け
た
進
展
及
び
す
べ
て

の
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
の
責
任
の
遂
行
に
つ
い
て
、
同
理
事
会
に
報

告
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

三
一　

合
衆
国
に
対
し
、
多
国
籍
軍
を
代
表
し
て
、
本
決
議
の

採
択
の
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
、
そ
の
後
四
半
期
毎
に
、
こ

の
軍
の
努
力
及
び
進
展
に
つ
い
て
同
理
事
会
に
報
告
す
る
こ

と
を
要
請
す
る
。

三
二　

こ
の
問
題
に
引
き
続
き
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
を
決

定
す
る
。

附
属
書

イ
ラ
ク
暫
定
政
府
首
相
イ
ヤ
ー
ド
・
ア
ッ
ラ
ー
ウ
ィ
ー
博
士
及

び
合
衆
国
国
務
長
官
コ
リ
ン
・
L
・
パ
ウ
エ
ル
発
国
連
安
全
保

障
理
事
会
議
長
宛
書
簡
の
本
文

　

拝
啓

　

（
中
略
）　
　
　
　
　

イ
ラ
ク
暫
定
政
府
は
、
選
挙
が
完
全
に
民
主
的
で
自
由
か
つ

公
正
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払

う
で
あ
ろ
う
。
安
全
及
び
安
定
は
イ
ラ
ク
の
政
治
移
行
に
と
っ

て
引
き
続
き
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ラ
ク
に
は
、

外
国
の
勢
力
を
含
め
て
、
イ
ラ
ク
の
平
和
、
民
主
主
義
及
び
安

全
へ
の
移
行
に
反
対
し
て
い
る
勢
力
が
、
引
き
続
き
存
在
し
て

い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
勢
力
に
打
ち
勝
つ
と
と
も

に
、
イ
ラ
ク
国
民
に
適
切
な
安
全
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
な

治
安
部
隊
を
発
展
さ
せ
る
決
意
で
あ
る
。
我
々
が
、
イ
ラ
ク
の

領
土
、
領
海
及
び
領
空
の
防
衛
を
含
め
て
、
我
々
自
身
の
安
全

を
提
供
し
得
る
ま
で
の
間
、
我
々
は
こ
の
努
力
に
お
け
る
安
全

保
障
理
事
会
及
び
国
際
社
会
の
支
持
を
求
め
る
。
我
々
は
、
国

務
長
官
コ
リ
ン
・
パ
ウ
エ
ル
発
国
連
安
全
保
障
理
事
会
議
長
宛

書
簡
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
任
務
及
び
枠
組
み
に
よ
る
も

の
を
含
め
て
、
イ
ラ
ク
の
安
全
の
維
持
に
貢
献
す
る
た
め
の
多

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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国
籍
軍（
Ｍ
Ｎ
Ｆ
）の
権
限
に
関
す
る
新
た
な
決
議
を
求
め
る
。

政
府
は
、
イ
ラ
ク
移
行
政
府
の
要
請
に
基
づ
き
又
は
そ
の
決
議

が
採
択
さ
れ
た
日
か
ら
一
二
箇
月
の
時
点
に
お
い
て
、
安
全
保

障
理
事
会
が
Ｍ
Ｎ
Ｆ
の
権
限
を
見
直
す
こ
と
を
要
請
す
る
。

　

（
以
下
略
）

敬
具　

　

二
〇
〇
四
年
六
月
五
日　

イ
ヤ
ー
ド
・
ア
ッ
ラ
ー
ウ
ィ
ー
博
士

国
連
安
全
保
障
理
事
会
議
長
ラ
ウ
ロ
・
Ｌ
・
バ
ジ
ャ
Jr
閣
下

　

拝
啓

　

イ
ラ
ク
に
お
け
る
多
国
籍
軍（
Ｍ
Ｎ
Ｆ
）の
継
続
的
な
駐
留
の

た
め
の
イ
ラ
ク
政
府
の
要
請
を
認
識
し
、
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
の

イ
ヤ
ー
ド
・
ア
ッ
ラ
ー
ウ
ィ
ー
首
相
と
の
協
議
を
受
け
、
私
は
、

統
合
さ
れ
た
司
令
部
の
下
の
Ｍ
Ｎ
Ｆ
は
、
テ
ロ
の
防
止
及
び
抑

止
、
並
び
に
イ
ラ
ク
の
領
土
の
防
護
を
含
め
、
引
き
続
き
イ
ラ

ク
の
安
全
の
維
持
に
貢
献
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
書
簡
を
記
す
。
Ｍ
Ｎ
Ｆ
の
目
的
は
、
イ
ラ
ク
国
民
が
政

治
移
行
を
完
了
す
る
こ
と
を
助
け
、
国
連
及
び
国
際
社
会
が
イ

ラ
ク
の
復
興
を
促
進
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
イ
ラ
ク
国
民
の
能
力
は
、
イ
ラ
ク

の
安
全
状
況
に
大
い
に
影
響
を
受
け
る
。
最
近
の
事
件
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
前
政
権
の
勢
力
を
含
む
暴
徒
、
外
国
人
戦
士

及
び
不
法
な
民
兵
に
よ
る
継
続
的
な
攻
撃
は
、
イ
ラ
ク
を
改
善

す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
に
対
す
る
挑
戦
で

あ
る
。

Ｍ
Ｎ
Ｆ
と
主
権
を
有
す
る
イ
ラ
ク
政
府
と
の
間
の
効
果
的
か

つ
協
調
的
な
安
全
保
障
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
発
展
は
、
イ

ラ
ク
の
安
定
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
Ｍ
Ｎ
Ｆ
司
令
官
は
、
イ

ラ
ク
の
主
権
を
認
め
、
か
つ
、
尊
重
し
つ
つ
、
安
全
の
提
供

の
支
援
に
お
い
て
主
権
を
有
す
る
イ
ラ
ク
政
府
と
の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
中
で
活
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
目
的
の
た

め
、
二
〇
〇
四
年
六
月
五
日
付
け
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
ア
ッ
ラ
ー

ウ
ィ
ー
首
相
発
書
簡
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
多

国
籍
軍
は
、
安
全
保
障
政
策
の
広
範
な
枠
組
み
に
関
す
る
国
家

安
全
保
障
閣
僚
委
員
会
の
議
論
に
参
加
す
る
用
意
が
あ
る
。
本

政
策
の
履
行
に
関
し
、
イ
ラ
ク
治
安
部
隊
は
、
適
切
な
イ
ラ
ク

の
閣
僚
に
責
任
を
負
う
こ
と
を
認
識
し
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
は
、
イ
ラ
ク

軍
が
Ｍ
Ｎ
Ｆ
と
と
も
に
従
事
す
る
軍
事
作
戦
の
指
揮
の
統
一
性

を
達
成
す
る
た
め
に
イ
ラ
ク
治
安
部
隊
と
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル

（
全
国
、
地
方
及
び
現
地
）に
お
い
て
調
整
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
及
び
イ
ラ
ク
政
府
の
指
導
者
は
、
自
ら
の
活
動

に
つ
き
相
互
に
連
絡
を
行
い
、
人
員
、
資
源
及
び
施
設
の
効
果

的
な
配
置
及
び
使
用
を
確
保
す
る
た
め
に
定
期
的
に
協
議
し
、

情
報
を
共
有
し
、
必
要
な
場
合
に
は
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
の
指
揮

系
統
の
上
に
報
告
す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
六
月
五
日
付
け

ア
ッ
ラ
ー
ウ
ィ
ー
首
相
発
書
簡
に
記
述
さ
れ
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
に

お
い
て
、
機
微
な
攻
撃
作
戦
に
関
す
る
政
策
を
含
む
基
本
的
な

安
全
及
び
政
策
問
題
の
全
範
囲
に
つ
い
て
合
意
を
達
成
す
る
た

め
に
活
動
し
、
緊
密
な
調
整
及
び
協
議
を
通
じ
て
Ｍ
Ｎ
Ｆ
と
イ

ラ
ク
軍
と
の
間
の
完
全
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
保
す
る
で

あ
ろ
う
。

合
意
さ
れ
た
枠
組
み
の
下
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
は
、
安
全
の
維
持
に
貢

献
し
軍
の
防
護
を
確
保
す
る
と
の
、
広
範
な
任
務
を
引
き
続
き

引
き
受
け
る
用
意
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
イ
ラ
ク
の
政
治
的
将

来
に
暴
力
を
通
じ
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
勢
力

に
よ
る
安
全
上
の
継
続
的
な
脅
威
に
対
抗
す
る
た
め
に
必
要
な

活
動
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
構
成

員
に
対
す
る
戦
闘
行
動
、
安
全
上
の
不
可
欠
な
理
由
に
よ
り
必

要
な
収
容
、
並
び
に
イ
ラ
ク
の
安
全
の
脅
威
と
な
る
武
器
に
係

る
継
続
的
な
捜
索
及
び
確
保
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
な
る
目

的
は
、
イ
ラ
ク
の
安
全
の
維
持
の
責
任
を
徐
々
に
引
き
受
け
る

こ
と
に
な
る
イ
ラ
ク
治
安
部
隊
に
対
す
る
訓
練
及
び
装
備
で
あ

る
。
ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
は
、
イ
ラ
ク
暫
定
政
府
に
要
請
さ
れ
、
か

つ
、
従
前
の
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
従
い
、
人
道
援
助
、
民

事
支
援
並
び
に
救
援
及
び
復
興
支
援
の
提
供
に
必
要
に
応
じ
て

参
加
す
る
用
意
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
の
中
に
、
国
連
の
要
員
及

び
施
設
の
安
全
を
提
供
す
る
た
め
の
軍
隊
を
設
置
又
は
支
援
す

る
用
意
が
あ
る
。
我
々
は
、
国
連
の
安
全
上
の
必
要
性
に
関
し

て
国
連
関
係
者
と
緊
密
に
協
議
し
、
国
連
の
安
全
に
つ
い
て
の

努
力
を
支
援
す
る
た
め
に
旅
団
規
模
の
軍
隊
が
必
要
と
考
え
る
。

こ
の
軍
隊
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
司
令
官
の
指
揮
及
び
統
制
の
下
に
お
か

れ
、
そ
の
任
務
は
、
国
連
施
設
に
お
け
る
固
定
的
及
び
周
辺
的

な
警
備
、
並
び
に
国
連
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
移
動
の
必
要
性
の
た
め

の
車
列
の
護
衛
任
務
を
含
む
で
あ
ろ
う
。

安
全
に
引
き
続
き
貢
献
す
る
た
め
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
は
、
軍
隊
及
び

そ
の
要
員
に
対
し
任
務
達
成
の
た
め
に
必
要
な
地
位
を
与
え
、

派
遣
団
が
要
員
に
対
す
る
管
轄
権
を
行
使
す
る
た
め
の
責
任
を

有
し
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
の
た
め
の
枠
組
み
及
び
Ｍ
Ｎ
Ｆ
に
よ
る
資
産
の

使
用
を
確
保
す
る
よ
う
な
枠
組
み
の
下
で
機
能
し
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
規
定
す
る
既
存
の
枠
組
み
は
、

こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｍ
Ｎ
Ｆ
を

構
成
す
る
軍
隊
は
、
い
か
な
る
時
も
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
を

含
む
武
力
紛
争
法
の
下
の
義
務
と
合
致
し
た
行
動
を
と
る
こ
と

を
約
束
し
て
い
る
し
、
ま
た
約
束
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

Ｍ
Ｎ
Ｆ
は
、
よ
り
広
範
な
国
際
社
会
が
イ
ラ
ク
の
復
興
を
促

進
す
る
こ
と
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

安
全
な
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
と
の
現
在
の
努
力

を
引
き
続
き
追
求
す
る
用
意
が
あ
る
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
責
任

を
満
た
す
上
で
、
我
々
は
、
イ
ラ
ク
の
主
権
を
完
全
に
認
識
し
、

尊
重
し
て
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
他
の
加
盟
国
並
び

に
国
際
機
関
及
び
地
域
機
関
が
、
民
主
的
、
安
全
か
つ
豊
か
な

国
家
を
構
築
す
る
た
め
、
イ
ラ
ク
国
民
及
び
主
権
を
有
す
る
イ

ラ
ク
政
府
が
前
途
に
待
ち
受
け
る
課
題
を
克
服
す
る
こ
と
を
支

援
す
る
よ
う
期
待
す
る
。

共
同
提
案
国
は
、
検
討
中
の
イ
ラ
ク
に
関
す
る
決
議
に
本
書

簡
を
附
属
す
る
意
向
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
間
に
、
私
は
、
貴

議
長
に
対
し
、
可
能
な
限
り
早
期
に
同
理
事
会
の
理
事
国
に
対

し
本
書
間
の
写
し
を
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

敬
具　

　

二
〇
〇
四
年
六
月
五
日　

コ
リ
ン
・
Ｌ
・
パ
ウ
エ
ル

国
連
安
全
保
障
理
事
会
議
長
ラ
ウ
ロ
・
Ｌ
・
バ
ジ
ャ
Jr
閣
下

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集




